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令和６年度あらた同窓会総会 

 

開催日：令和６年 11 月 23 日（水）15：00～（約 1.5 時間） 

場所：鹿児島大学農・獣医共通棟 101 号教室 

             

総会 

1． 開会のことば 

2． 亡師亡友の霊に黙祷 

3． 会長挨拶 

4． 学部長挨拶 

5． 議    事 

（1）令和５年度事業報告(案)について 
（2）令和５年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案) 

および功労者表彰特別会計収支決算(案)について 
（3）令和５年度会計監査報告について 
（4）令和６年度事業計画(案)について 
（5）令和６年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案) 

および功労者表彰特別会計収支予算(案)について 
（6）功労者表彰（案）について 
（7）会則改正（案）について 
（8）役員交代・改選（案）について 
（9）その他 
６．功労者表彰式 

７．閉会のことば 

 

 

(1)令和 5 年度事業報告（案） 

（令和 5 年度；令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日） 

 

1．総会 

「令和 5 年度総会」は、定員 300 名の農・獣医共通棟 101 号教室を借用し、令和 5 年 11 月 23 日（火）

15：00～17：00 に出席者数 54 名で開催されました。藤田晋輔会長（林 S37）の挨拶、寺岡農学部長・顧問

（賛助）の挨拶の後、岩井久氏（農 S55）を議長に選出しました。総会では下記の議案について審議が行

われ、いずれの議案も異議なく承認されました。 
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議案：（1）令和 4 年度の事業報告（案）、一般会計収支決算（案）、名簿特別会計収支決算（案）および

功労者表彰特別会計決算（案）並びに監査報告。(2)令和 5 年度の事業計画（案）、一般会計収支予算

（案）、名簿特別会計収支予算（案）および功労者表彰特別会計収支予算(案)。(3) 会則改正(案)について。

（4）役員の交代・改選(案) 。 

  

2.講演会 

 「新型コロナウイルス」以前に総会に先立って開催してきた講演会については、「新型コロナウイルス感染

症」による長い活動自粛による準備不足等の理由で前年に引き続き実施できませんでした。 

 

3.懇親会 

 2020 年から前年（2023 年）まで「新型コロナウイルスパンデミック」のために中止していた懇

親会は、総会終了後の 17：30～19：30 まで鹿大キャンパス内のレストラン「ヴェジマルシェ‘19」で

50 名の出席で 4 年ぶりに盛大に開催しました。 
（総会の模様・写真はあらた同窓会 HP  https://aratadousokai.org/gallery/ を参照ください）。 
 

4．評議員会 

 令和 5 年度「評議員会」は、令和 5 年 10 月 26 日（木）に「あらた記念会館」で開催し、「評議員会」の目

的（会則第 14 条 2）である総会に付議するための以下の議題他について協議をいたしました。 

（1） 令和 4 年度事業報告(案)、令和 4 年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案)、功

労者表彰特別会計収支決算(案)並びに会計監査報告について 

（2） 令和 5 年度事業計画(案)、令和 5 年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案)、功

労者表彰特別会計収支予算(案)について 

（3） 新入生入会金について 

（4） 会則改正について 

（5） 役員交代・改選（案）について 

（6） その他 

 協議の結果、（2）のうち令和 5 年度の一般会計収支予算(案)と（4）会則改正については一部修正して総

会に付議する。（3）新入生入会金については「継続審議」となりました。その他の議案は承認されました。 

（3） 新入生入会金については、令和 5 年度第 2 回「学内幹事会」で審議・承認の上で「事務局」から以

下のように提案いたしました。 

令和 5 年度入学生から鹿児島大学が Web による入学手続きに移行したことおよび平成 6 年 4 月からの

農学部の 1 学科（4 プログラム）＋1 特別コースへの改組（入学定員も 175 名と 30 名減少）に伴う入学時入

会金の大幅減少に伴う「あらた同窓会」の将来の経理状況の不安が予測されることから、学生会員の「入

学時納入金」を（入会金 12,000 円＋年会費 2,000 円×4 年＝8,000 円）の合計 20,000 円に増額す

る。審議の結果、種々様々な意見が出され、今後もあらた同窓会長、同副会長、顧問の農学部長や「学内

幹事会」、「評議員会」および「総会」で協議・検討を続けていくことになりました。 

出された意見の主なものは以下のとおりです。 

https://aratadousokai.org/gallery/
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5．常任幹事会及び幹事会 

令和 5 年度の常任幹事会及び幹事会は、令和 6 年 1 月 12 日と同年 8 月 20 日の 2 回開催しました。 

令和 6 年 1 月 12 日の「第 1 回幹事会」においては以下の議案について協議しました。 

（1） 「あらた同窓会報令和 6 年春季号(令和 6 年 3 月 25 日発行）について 

（2） 卒業生・修了生名簿の作成について 

（3） 入会金の納入について（卒業生予定の未納者） 

（4） 令和 5 年度卒業祝賀会（令和 6 年 3 月 25 日）について 

（5） 令和 6 年度新入生オリエンテーションと茶話会（令和 6 年 4 月 3 日）について 

（6） 令和 5 または 6 年度学生向け講演会について 

（7） 令和 6 年あらた同窓会総会および懇親会（令和 6 年 11 月 23 日）について 

（8） 学内幹事会の補充、学生幹事制度の創設、「あらた同窓会報」編集委員会などについて 

（9） その他 

令和 6 年 8 月 20 日の「第 2 回幹事会」においては以下の件について協議しました。 

（1）  幹事の新体制について 

  令和 6 年 4 月からの農学部改組（1 学科（4 プログラム）＋1 特別コース、入学定員の 30 名減

少）に伴い、当面旧学科と新学科が共存することに対応した以下のような検討を行いました。 
①  幹事名簿（R6.4.1）をもとに「あらた同窓会」と学生会員との連絡体制（旧学科および改組

後の新学科・プログラム）について下の表のように担当者を決めました。 

新入生入会金について出された意見 

1. 「コロナ禍」で活動ができなくて繰越金が増えている現状で「入学時納入金」の増額はしにくい。 

2. 支出の圧縮を図る。 

3. 一般会員に「経理の窮状」を（郵便等で）訴えて、「一般会費」の収入増を図る。 

4. 「あらた同窓会報春季号」の発行・郵送部数を減らし、「あらた同窓会」ＨＰの urL（ＱＲコード）をハガキで知らせて「会報」等はＨＰで読ん

でもらう。 

5. 80 歳以上の会員からも「年会費」を徴収する。 

6. 「学生会員」に対しては同窓会に入っているメリットを宣伝する。（例）現行の「卒業祝賀会の経費負担」等の他、「あらた同窓会賞あるい

は農学部賞（仮称）」のような表彰制度を新設し「賞状＋記念品あるいは奨学金」を授与する。「卒業時に各人に記念品を渡す」など。 

8. 幹事会に学生会員も入れる。学生会員にも「総会案内」を送り「出席」可能にする。 

9. 農学部卒業祝賀会等は「あらた同窓会」としてこれまで同様十分な支援を継続し、そのことを保護者にも十分理解して貰えるように努力

する。 
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② 幹事の役割分担については、従前の「常任幹事」制を廃止して「学内幹事」全員で役割分担

を行う。なお、以下のように中心的幹事を決めておく。「庶務担当幹事」：田浦先生、平先生、

「会報担当幹事」：樗木先生、花城先生、「学生会員担当幹事」：（残り全員の幹事）末吉先生、

香西先生、寺本先生、奥山先生、南先生、鶴丸先生、坂井先生、朴先生、大塚先生、井尻先生。

「会計担当幹事」、「名簿担当幹事」は廃止する。 
（2） 「あらた同窓会会報」の発行について 

これまで、「秋季号」（学生向け会報、11 月 23 日発行）と「春季号」（全会員向け、3 月 25 日発行）の

年 2 回発行していた「あらた同窓会報」について、「秋季号」を廃止し、秋季号の内容（学生会員の寄

稿の全てあるいは一部）を「春季号」に加えて発行し、学生会員を含めた同窓会活動を全会員に周

知・広報するよう改善する。この措置は令和 6 年から実行する。過去の「秋季号」で学生会員に寄稿し

て貰っていた項目をどの程度移行するか（可能な限り現在の秋季号の内容を引き継ぐ）は会報担当の

「会報担当幹事（樗木幹事・花城幹事）」を中心に「学内幹事会」で検討することになりました。 

（3） 学生幹事（仮称）について 

令和 5 年度評議員会でも提案があった旧学科あるいは新学科の 4 プログラムから複数の学生会員

に「学生幹事」として「同窓会活動の企画・運営・会報発行等」に関わってもらうことを検討することにな

りました。しかし、学生幹事体制を一気に作ることは難しいのであらた同窓会報の編集に携わる「学生

会報編集委員」からスタートして徐々に学生幹事を導入することが現実的であるということになりました。 

（4） 学生向け講演会について 

「学生向け講演会」については再開することとし、時期、方法、講師等については「学内幹事会」で

検討することになりました。その他、上記の学生幹事（仮称）の意見を反映させることができないか？

「農学部ホームカミングデー」が 11 月 23 日に開催されるのであれば、それに合わせて「（学生向け）講

演会」を開催したらどうか？その際、学生にどのようにして周知するか？等の意見が出されました。 

（5） 卒業祝賀会、新入生茶話会等について 

「令和 5 年度卒業祝賀会」は、令和 6 年 3 月 25 日に農学部と「あらた同窓会」の共催で行い、経費

は全額「あらた同窓会」が負担しました。準備等は旧学科輪番制で農業生産科学科が行いました。 

「令和 6 年度新入生茶話会」は、令和 6 年 4 月 3 日の農学部オリエンテーション後の午後に「あら

た同窓会」主催（必要経費は全額「あらた同窓会」が負担）で行いました。なお、この催しは令和 6年入

学生が最初であったので、準備等は農学部長および農獣医教務係で行いました。 

この両行事については、次年度以降も「あらた同窓会」が全額負担して実施すべきである。ま

た、令和 6 年度は入学式午後の農学部主催「農学部父母と語る会」にも「あらた同窓会」とし

て出席し、同窓会の活動内容・意義等について父母に紹介しましたが、次年度以降も参加させ

てもらうことになりました。 
これらの取り組みに対する「あらた同窓会」の関与程度については農学部担当者（農学部長、担当

学科長、教務係等）と連携・協力しながら「学生会員担当幹事」を中心に事務局（会長、副会長等）も

含めて「学内幹事」全員で対応していくことになりました 

（6） 「あらた同窓会長」の交代について 

（7） 「あらた同窓会」常任副会長の交代について 

（8） 「あらた同窓会」事務員の採用について 

上記（6）、（7）、（8）について学内幹事会では意見は出ませんでした。 
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（9） その他 

 

6．会計監査 

 令和 5 年度の会計監査は、令和 6 年 10 月 10 日（木）に黒木譲二、菊川明及び下川悦郎の 3 監事によ

って実施され、本会の事業及び会計事務が適切に執行されている旨の監査報告書が藤田会長に提出さ

れました。 

 

7．会報の発行と送付数 

令和 5 年度「鹿児島大学農学部あらた同窓会報」は、「あらた同窓会」総会の令和 5 年 11 月 23 日に秋

季会報（主として学生会員向け）を、春季会報については鹿児島大学の卒業式の日（令和 6 年 3 月 25 日）

に発行しました。秋季会報については、学生会員、教員に加えて令和 5 年度総会出席者等に配布しまし

た。春季号については、「直近 5 年間の会費納入者」、「80 歳以上の会費免除会員」、「終身会員」、「賛助

会員」及び「学生会員」並びに平成 29 年度評議員会および総会で承認された「あらた同窓会活動の活性

化を図るために、可能な限り多くの会員に農学部と同窓会の近況、地域支部会やクラス会の情報など情報

をお届けする」という趣旨で卒業後 5（H.31 卒）、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55（S.44 卒）年を経過

した 5 年毎の連絡先が判明している人」の総計 3，333 人に送付・頒布しました。送付にあたっては、例年

通り｢会費納入振込用紙｣を同封しました。なお、会費振込用紙を同封しない「80 歳以上の会費免除会員」、

「終身会員」および「旧賛助会員」等には、平成 28年度以降と同様に同窓会活動の活性化に役立てるため

の「賛助金」を募集しました。 

 
8．あらた同窓会経理について 

「あらた同窓会」年会費の納入者数は年々減少しており、鹿児島支部をはじめ各支部からの集団納入

（一人あたり年会費 2,000 円のうち 2 割を支部交付金として還元するために本部には一人あたり 1,600 円

納入）がほとんどですが、各支部の会員も減少している状況で、令和 5 年度の一般正会員の納入者は 828

名でした（生存会員は推定 15,000 名）。一方、平成 29 年度以降「あらた同窓会報春季号」の送付時に、終

身会員、80 歳以上の会費免除者および旧賛助会員に「賛助金（寄付）」のご協力をお願いしている結果、

一定の数の会員から賛助金をいただいています。さらに、令和 2 年 2 月から「新型コロナウイルス感染症」

拡大により、農学部卒業祝賀会や各支部の総会のほとんどが中止になった結果、支出が減少し、令和 3年

度および令和 4 年度に引き続いて令和 5 年度予算への繰越金が増加しており、見た目の「あらた同窓会

経理」は黒字になっています。しかし、「新型コロナウイルス感染症」の「感染症法上第 5 類移行」以降の従

前の活動に戻った場合、単年度でみると収入より支出が多い「支出超過」となる可能性があります。また、

昨今の物価上昇などもあり経理的には今後さらに厳しくなることが危惧されます。 

「あらた同窓会」事務局としても、合理的な経理運営を進めて行き経費節減に努めていますが、これまで

以上に正会員からの「年会費」の納入率向上に向けた活動や新入生（学生会員）の「入学時納入金」の納

入率を上げる活動を強化する必要があります。これらについては会長、副会長および「あらた同窓会」顧問

である農学部長や「幹事会」並びに「評議員会」および「総会」で協議・検討するとともに各支部と連携・協

力して「あらた同窓会」活動の維持・発展・強化に取り組んでいくようにしたいと思います。また、鹿児島大学

同窓会連合会を通じて各学部の状況を参考にして取り組みを強化したいと思います。 
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9．学生向け講演会 

例年実施している本会と農学部共催の「学生向け講演会」については、「新型コロナウイルスパンデミック」の

影響が残っており令和 5 年度までは開催できませんでしたが、「幹事会」の項で記載したように、今後は再開す

ることになりました。時期、方法、講師等については「学内幹事会」で検討することになりました。 

 

10.地域支部等との交流 

「あらた同窓会」本部では、地域支部から役員派遣の要請を受けた場合、その支部総会に役員を派遣し

て本学および学部や同窓会の近況を報告するとともに、会員との交流を図ることにしています。令和 5 年 5

月から「新型コロナウイルス感染症」が感染症法上の「第 5 類感染症」に移行したことにより、各地域支部総

会なども再開され、令和 5 年度（令和 5 年 10 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日）も令和 5 年 11 月 24 日には

「熊本あらた会」（顧問の寺岡農学部長出席）、令和 5 年 12 月 9 日には「広島あらた会」（顧問の寺岡農学

部長出席）、令和 6 年 2 月 3 日には「福岡県庁あらた会」（常任副会長出席）、令和 6 年 2 月 5 日には「鹿

児島市役所あらた会」（常任副会長出席）、令和 6 年 5 月 26 日には「近畿あらた会」と「兵庫あらた会」が統

合した「関西あらた会設立総会」（顧問の寺岡農学部長出席）、令和 6 年 6 月 5 日には「岡山あらた会」、令

和 6 年 8 月 28 日には「おせんしの育珍会（植物育種学研究室同総会）」が開催されました。 

 

11．『鹿大「進取の精神」支援基金』への取り組みについて 

  鹿児島大学同窓会連合会の活動と連携して取り組んでいきます。 

 

12．鹿児島大学同窓会連合会 

令和 6 年度同窓会連合会総会および懇親会は 4 月 6 日（土）に「アートホテル鹿児島」で行われました。

懇親会は「新型コロナウイルス感染症」対策のため規模を縮小しての開催となり、全体で約 110 名が出席し

ました。「あらた同窓会」からも 17 名が出席しました。 

また、同窓会連合会が年 2 回発行している「鹿児島大学同窓会連合会報」には「あらた同窓会」としても

毎号寄稿しており、印刷物は本部総会及び地域支部総会時に出席者に頒布してきました。 

 

13.その他 

 特にありません。 
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(2) 令和 5 年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案)および 

功労者表彰特別会計収支決算(案)について 
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(3）令和 5 年度会計監査報告について 
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(4)令和 6 年度事業計画(案) 

（令和 6 年度；令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日） 

 

1．総会 

  総会は、昨年同様定員 300 名の農・獣医共通棟 101 号教室を借用して 11 月 23 日（勤労感謝の日、旧

新嘗祭の日）に 15：00 から開催します。総会後の懇親会については総会当日（11 月 23 日）に鹿児島大学

郡元キャンパス内のヴェジマルシェ’19（稲盛記念館 2階）で開催します。なお、総会前に農学部が「ホーム

カミングデー2024」を計画していますので、「あらた同窓会」も共催したいと考えています。 

  

2．評議員会 

令和 6 年度評議員会は 10 月 30 日（水）に「あらた記念会館」で開催し、「評議員会」の目的（会則第 14

条 2）である総会に付議するために以下の議題について審議をお願いすることになりました。 

（1）  令和 5 年度事業報告(案)、令和 5 年度の一般会計収支決算(案)、名簿特別会計収支決算(案)、

功労者表彰特別会計収支決算(案)並びに会計監査報告について 

（2） 令和 6 年度事業計画(案)、令和 6 年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案)、功

労者表彰特別会計収支予算(案)について 

（3） 「功労者表彰者」（案）の決定について 

（4） 会則改正（案）について 

（5） 役員交代・改選（案）について 

（6） その他 

 

3．学内幹事会 

前年（令和 5 年）度の項で述べたように「常任幹事会」制を廃止し「学内幹事会」とすることにしました。

「学内幹事会」は随時開催して、会報の発行、ホームページの管理、講演会の企画・実施、評議員会に付

議する議案書の作成、運営の健全化等について協議します。 

なお、農学部が令和 6 年入学生から定員 175 名の 1 学科（4 プログラム）＋1 コース制に改組し、現学科

と新学科が併存する教育体制になったことから、それに対応して変更した「学内幹事」体制で、学生会員に

対するサポートを維持・強化できるようにしていきます。 

 

4．会計監査 

令和 6 年度の会計監査は令和 7 年 10 月中に実施します。 
   
5．会報の発行 

令和 5 年度の「常任幹事会及び幹事会」の報告でも述べたように、「あらた同窓会報」については、これ

までの「秋季号」（学生向け会報、11 月 23 日発行）と「春季号」（全会員向け、3 月 25 日発行）の年 2 回発

行してきた「会報」のうち、「秋季号」を廃止し、「秋季号」の内容（学生会員の寄稿の全てあるいは一部）を

「春季号」に加えて発行し、学生会員を含めた同窓会活動を全会員に周知・広報するよう改善することにし

ました。過去の「秋季号」で学生会員に寄稿して貰っていた項目をどの程度移行にするか（可能な限り現在

の秋季号の内容を引き継ぐ）は「会報担当幹事（樗木幹事・花城幹事）」を中心に「学内幹事会」で検討して
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いきます。 

令和 7 年春季号（令和 7 年 3 月 25 日発行予定）の頒布は「直近の 5 年間に会費納付の実績を有する

者」、「80 歳以上の会員」、「終身会員」、「賛助会員」及び「学生会員」に加えて、「可能な限り多くの会員に

農学部と同窓会の近況、地域支部会やクラス会の情報など情報をお届けし「あらた同窓会」活動の活性化

に結び付ける」という趣旨で、卒業後 5（H.32 卒）、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55（S.45 卒）年を経

過した 5 年毎の連絡先が判明している人」に行う予定です。頒布に当たっては「令和 6 年度年会費」納入

振込用紙を封入します。なお、会費振込用紙を同封しない「終身会員」、「80 歳以上の会費免除者」および

「旧賛助会員」には、これまで同様、同窓会活動の活性化に役立てるための「賛助金（寄付）」を募集するこ

とにいたします。 

 

6．名簿の発行 

令和 7 年卒業生名簿は、令和 7 年 3 月に発行します。会員の住所確認の調査方法や会員名簿の発行

の様式等については「学内幹事会」で協議し、企画案を作成します。 

「あらた同窓会会員名簿」は令和 5 年 6 月に発行しました。従前、会員名簿は 3～5 年ごとに発行してき

ましたが、最近は 5 年ごとに発行しています。次回の「あらた同窓会会員名簿」は令和 10 年の予定です。 

   

7．地域支部等との交流 

「あらた同窓会」本部では、地域支部や職域支部から役員派遣の要請を受けた場合、その支部総会に

役員を派遣して本学および学部や同窓会の近況を報告するとともに、会員との交流を図ることにしていま

す。令和 6 年度も、支部総会等の開催に伴う役員派遣の要請を受けた場合、本部役員あるいは学部教員

を派遣し、支部会員との交流を図るとともに、各地域支部の活性化をサポートして参ります。現在までのとこ

ろ、令和 6 年度は 10 月 29 日に「鹿児島市役所あらた会」、11 月 9 日に「佐賀あらた会」、11 月 29 日に

「熊本あらた会」が予定されており、いずれも役員を派遣する予定です。 

  

8．講演会  

「新型コロナウイルス感染症」により令和 2 年度から中止してきた「学生会員向け講演会」については令

和 6 年度から再開する方針を「学内幹事会」で決定しました。今後、開催時期、講師、内容等について「学

内幹事会」で議論して進めていきます。 

 

9. 鹿児島大学同窓会連合会 

鹿児島大学同窓会連合会の構成同窓会として、4 月の入学式に合わせて開催される「鹿児島大学ホー

ムカミングデー2025」（鹿児島大学主催、同窓会連合会共催）および「鹿児島大学同窓会連合会・20 周年

記念総会および懇親会」には、積極的に参加し、鹿児島大学との連携の維持発展に貢献します。年 3 回

ずつ開催予定の役員会および幹事会にも積極的に出席し、他学部同窓会との情報交換を活発に行うとと

もに、大学が行っている各種取り組みには可能な限りの協力を行います。同窓会連合会が年 2 回発行して

いる「鹿児島大学同窓会連合会報」には「あらた同窓会活動」について寄稿し、発行された会報は本部総

会及び地域支部総会の出席者に頒布し、鹿児島大学および各学部同窓会活動の広報に寄与します。 
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(5) 令和 6 年度の一般会計収支予算(案)、名簿特別会計収支予算(案)および 
功労者表彰特別会計収支予算(案)について 
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（6）「功労者表彰者」（案）の決定について 

 「あらた同窓会」においては、創立 75 周年（昭和 59 年）から５年ごとに「功労者表彰」を実施することに

しています（規則の成文化は 2009 年３月 16 日）。令和 6（2024）年は５年ごとの「功労者表彰」の年に当た

ることから、規定に則って「選考委員会」が本部および各支部に「功労者候補者」の推薦を依頼し、本部及

び支部から以下の 5 人の功労者該当者が推薦されました。鹿児島大学農学部あらた同窓会功労者表彰

規定第四条によりあらた同窓会長より委嘱された「選考委員会」は推薦された候補者について 10 月 9 日

（水）に厳正に審査した結果、全員を「功労者表彰受賞者」としました。表彰式は「令和 6 年度あらた同窓会

総会」において行います。 
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(7) 会則改正（案）について 

 （役員） 
第 6 条（6） 

 （現在）常任幹事および幹事 若干名 
 （修正）学内幹事 若干名 
 （役員の選任） 

第 7 条第 2 項 
（現在）評議員は、各地域支部支部長，農学部副学部長、農学部各学科長及び幹事会が推薦した

者、並びに鹿児島支部幹事をもってこの任に当てる。 
（修正）評議員は、各地域支部支部長，農学部副学部長、農学部学科長、各プログラム長及び幹

事会が推薦した者、並びに鹿児島支部幹事をもってこの任に当てる。 
 第３項 
（現在）幹事は農学部のコース等から推薦された者をもってこの任に当て、その中から庶務、会

計、会報および名簿担当の常任幹事を互選する。  
（修正）学内幹事は農学部の各学科・コース及びプログラム等から推薦された者をもってこの任

に当てる。 
（役員の任務） 
第 8 条 6 
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 （現在）常任幹事及び幹事は幹事会の構成員として、本会の事業の企画・立案及び実施等に関す

る事項について協議を行う。  
 （修正）学内幹事は幹事会の構成員として、本会の事業の企画・立案及び実施等に関する事項に

ついて協議を行う。 
 （幹事会） 
 第 15 条 
 （現在）幹事会は、常任副会長、常任幹事及び幹事を持って組織する。 
 （修正）幹事会は、常任副会長及び学内幹事を持って組織する。 

附則 
（追加）本会則は、令和 6 年 11 月 23 日より改訂施行する。 
 
（参考資料） 
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(8) 役員交代・改選（案）について 

 
（9） その他 
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物故者名簿 

 謹んで哀悼の意を表します。 
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